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械
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什
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台
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じ
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付
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付
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催
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一
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刀
の
統
計
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叫
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担
当
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度
叩
完
成
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主
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の
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ι
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仁
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わ
れ
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の
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ま
り
、
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改
苧
の
初
け
か
ら
兄
る
と

で
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域
、
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が
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間
に
退
院
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し
れ
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て
と
は
、
汁
巨
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べ
さ
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し
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で
あ
る
川
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ア
で
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石
板
倒
れ
と
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方
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治
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者
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は
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憶
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西
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に
湾
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踏
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仁
も
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ノ
、
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も
し
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な
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範
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だ
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i
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A
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迎
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去
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ど
ろ
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訴
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苧
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ト
Y
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地
ι
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J
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泊
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の
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量
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仁
高
ま
り
、
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地
I
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中
小
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の
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決
=
過
程
に
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地
践

μ

慨
し
り
叫
パ
午
に
よ
っ
て
、

の
山
崎
」
を
昆
守

J

て
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方
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耐

J
7
2「
で
き
る
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で
き
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と
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え
る
に
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の
改
常
i
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帰
仏
辻
、
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方
竹
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F

山
休
も
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迎
す
る
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性
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あ
る
こ
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一
か
、
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付
け
、
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い
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H
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体
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す
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1
4
L
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判叫ん
f

」
パ
治
体
に
は
ま
す
ま
す
負
羽
が
培
え
て

L
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台
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れ
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だ
け
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?
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叫
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品
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め
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U
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で
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又
け
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迎
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錦
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佐
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が
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又
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仮
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検
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す
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す
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台
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佐
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わ
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八

't
池
と
り
分
権
改
革
?
ミ
L

ニ
ア
ィ
の
中
で
、
改
サ
干
の

主
専
F
ク
タ
;
」
と
〕
て
の
配
じ
い
治
M
F
の
戸
伶
P
改
革
に
ほ
わ
る

に
こ
と
や
一
強
訓
寸
る
出
究
J
U

コ
、
ニ
一
テ
f
内
の
政
策
ア
イ
J
/

ィ
ア
の
;
川
れ
を
か
二
、
U

る
点
で
よ

ど
な
ぺ
ご
い
る
が

し
て
は
同
徐
と
あ
る

7
4
3
寸、

(づ

午

1\~ード立内問J) rJUJ院予梓

し
か
し
、
機
関
人
久
任
つ
務
司
授
の
庵
ナ
て
も
問
ら
か
な
週
刊
利
一
号
選
択
を
議
終
的

rrわ
う
の
は

μJ
正
投
芯
{
/
れ
て
あ

2

乏
に
村
、

ペ
し
ヘ
ー
ェ
ノ
ム
汁
l
}

あ
く
ま
ご
は
治
川
安
打
の
続
四
の
中
て
)
か
政
策
「
て
ミ
コ
二
一
ア
イ
も
機
能
〕
な
い
パ
け
で
な
く
、
政
治
的
利
，
十
円
託
司

刊
で
し
か
却
念
の
選
択
も
(
れ
わ
れ
な
い
。
そ
}
刊
に
、
政
策
決
定
U
刊
の
党
派
ば
や
緋
川
弘
、
彼
ら
を
取
り
百
ノ
¥
刈
川
町
山
相
境
に
許
日
し
て
地
践

る
と
こ
ろ
な
る
の
か
、
順
次
検
討
し
て
い
く

a 

党
派
牲
に
よ
晶
説
明

し
ば

L
ば
I
ぇ
持
恭
盤
の
政
務
汚
貯
の
分
布
を
反
映
し
て
、
政
誌
が
収
川
市
[
て
い
く

二
六
段
党
批
の
ー
で
は
、

ム
日
告
の
政
r川

取人法羊) fi3 (:-)'~--2叶) ;)73 l'乙り1:-)，:1、



が
止
ま
れ
る
こ
こ
も
あ
る

(日
-
2吋
1
2
4

一
-
川
町
に
対
古
い
を
過
大
に
監
ぶ
し
て

1

敵
山
政
治

に
陥
る
こ
=
も
あ
る
一
党
派
性
で
政
策
転
校
を
説
明
す
る
い
助
合
は
、
敵
対
f
ば
J

汗
的
な
状
況
に
清
h
L
C
レ
y
Q
O

巨
大
政
治
の
丈
一
却
と
さ
え
る
L

、
こ
れ
ま
と
の
一
コ
民
哉
と
一
川
助
金
を
め
ぐ
る
研
究
か
ら
、
{
}
A

，J
系
住
川
属
議
見
を
へ
ιむ
多
く
の
地
方

111 

し
た
党
組
織
と
構
成
さ
れ
る
山
由
民
党
は
地
ん
の
列
ぶ
を
表
出
す

ω
尚
一
下
河
ド
エ
ヂ
¥
出
小
中
司
の
回
会
議
門
討
を
中
心
と

し
た
た
、
土
え
て

i

あ
れ
ば

F

叫
に
地
刀
へ
の
品
分
配
に
消
径
約
に
な
る
傾
向
一
が
あ
る
と
挽
品
し
う
る

+げん川門ト
J
U
M

で
も

保
斗
J
A
M
r
m
民什

市ーを
+f
パ
仏
と
|
一
て
い
る
の
ト
対
し
{
¥
労
働
党
が
ぶ
抑
制
市
却
を
支
持
ぃ
未
然
と

L
C
い
ふ
こ
l
l
と
川
じ
憶
病
で
あ
る
の

つ
ま
り
、

は
一
弐
党
は
、
捻
m
U
な
呉
村
部
会
一
長
牟
に
し
七
h
H
政
を
甫
ね

L
、
都
内
部
の
叫
ん
山
を
判
、
さ
4
だ
め
い
一
作
の
権
限
仰
心
貯
を
か

け
て
い
た
の
み
な
、
り
ず
、

長
い
門
部
門
利
持
説
者
す
る
た
め
に
都
市
部
の
い
壮
一
昨
釣
果
山
売
を
的
制
約
に
設
い
よ
げ
ふ
集
捻
れ
な
則
政
替
泣
か
乙

私
持
し
て
え
れ
、
と
い
、
つ
こ
と
に
な
る
戸
民
党
は
、
要
村
山
〈
の
刊
併
話
滋
ず
は
戸
訟
で
え
て
も
、
地
ん
院
の
拾
い
ぶ
を
生
み
だ

1
ょ
、
ノ
な

池
じ
勺
の
?
一
戸
律
位
を
強
化
J
q

る
し
パ
ギ
に
は
沼
恒
的
に
な
る
L
P

推
請
で
き
よ
う

v

逆
に
、

氏
、
に
冗
は
、

体
市
部
の

ιい
に
の
川
刊
，
/
聞
を
重
視

ν
一
¥

、
抑
え
込
ま
れ
一
に
き
た
都
市
祁
に
裁
羊
を
与
え
る
改
革
や
出
町
村
部
へ
の
利
諒
誘
導
か
弱
め
る
改
革
?
を
士
川
す
る
だ
ろ
う

ま
た
、
山
H
民
之
、
〆
一
民
党
の
組
機
内
構
造
に
恒
い
E1ν
た
説
明
も
あ
り
へ
司
令

党
内
組
校
も
笥
阿
た
る
臼
民
党
で
あ
れ
ば
、

Uλ

政
怯
向
調

査
会
の
斗
ぷ
会
に
結
集
し
て
い
る
当
選
孔
数
を
一
且
ね
九
J

佐
清
民
た
ち
治
改
主
に
じ
は
い
た
じ
司
一
る
と
い
う
推
論
が
成
り
立
つ

他

tu、氏、一下

党
議
]
片
山
は
当
官
品
川
一
紋
の
筏
い
ぷ
弓
も
り
タ
ノ
¥
、
党
内
相
続
も
司
ま
コ
ど
い
な
い
日
以
間
一
て
あ
る
が
ゆ
え
ド
、

J

一
、
;
、

J

マ
、
し
手
れ
け
し

た
め
に
、
白
人
口
レ
民
干
の
山
で
分
権
改
革
い
対
す
る
与
え
寸
や

f
rブ
守
口
一
一
t

ド
正
英
は
な
い
の
に
も
か
か
わ
fh
ず
改
革
を
進
め

た
の
だ

t
ぃ
、
つ
へ
由
時

=
咋

a
、
h
f
J

f¥ 
、ノ

長
、
こ

V
Z
J
 
」れ、卜

J

の
党
派
間
に
よ
九
州
一
一
刻
叫
は

(
疋
の
丸
山

N
Mを
も
っ

f

L
か
し
、
凡
派
件
は
、
社
人
山
沢
崎
政
斗
取
れ
符
済
政
策
の
よ

つ
に
一
何
や
行
つ
の
か
と
い
う
占
、
で
丸
山
し
千
寸
い
が
、
地
ん
分
権
政
策
の
よ
う
に
、

ど
の
よ
、
つ
に
わ
政
川

l
ヴ
J

ス
を
状
い
の
刊
す

( pJj人 H、学)fi;:i勺</1--2，1，;; D7~ 〆201:L 111 



る
の
か

も
ち
ろ
ん
、
と
の
持
政
の
下
合
会
一
投
じ
る
の
か
主
/
一
に
つ
い
て
売
が
午

こい、
)
f
I
悼、

ま
れ
に
く
い

ご

ω
か
も
〆
れ
な
い
が
、

つ
党
派
件
ー
か
ら

1
h吋
r
H
♂
山
け
さ
れ
る
こ
と
L
r

も

ι
い
が
た
い
っ

p
y

、パ
U

ふ
1
4

4

2

1

h

 

〕
か
も
、
小
ド
川
氏
一
五
九
悶
が
M

U
に
治
問
こ
も
い
え
る
位
休
改
革
を
九
組
レ
た
こ
/
一
を
説
明
で
え
さ

4
い
だ
け
で
な
く
、
詐
論

レ
ヴ
コ
ル
三
い
、
え
ば

民

lLTM
は仙川
U
A
秘
い
桜
子
見
持
ゆ
え
に
地
ん
の
列
ぶ
い
P
U
R
-
M以
L

し
い
組
合
的
J

誌
を
坊
を
{
小
す
可
能
叫
ー
す
h
J
レ
?
仁

h

リれいヲ一叩。

王
介
、
弐
、
一
下
1
4
九
回
開
発
川
氏
以
峰
の
改
革
の
方
?
一
円
宇
の
変
化
を
ン
の
よ
う
に
乱
吋
す
る
の
か
と
い
う
切
望
に
も
J

わ
え
る
こ
し
」
は

む
き
な
い
。

こ
の
よ
う
に
、
な
派
性
だ
げ
か
勺
地
勺
分
権

F

以
品
の
ト
力
比
刊
の
変
化
を
一
以
昨
4

7

F

る
こ
と
は
却
し
い
し

b 

「
-
ね
じ
れ
盛
会
」
絵

二
、
で
、

γ
ノ
ー
ね
じ
れ
臣
会
人
判

liH、
衆
議
院
の
多
数
派
と
参
議
院
の
多
数
派
が
異
な
る
一
月
し
れ
同
心
と
と
い

業
決
定
お
で
あ
毛
内
問
の
す
仏
活
動
に
片
手
p
m
掛かれ
I
7

ぇ
Q
t
p
y
d
勺
え
る
京
誌
で
あ
る

参
議
院
一
哉
ベ
一
只
は
衆
議
院
議
員
し
一
連
ー
て
任
期
が
保

r
、
ぉ
:
ノ
、
片
相
の
解
散
は
に
よ
ハ
て
量
制
す
る
こ
と
が
む
き
な
い

一
一
、

3

、

-

L

l

y

p
幻

λ

門
院
に
立
山
口
市
川
叫
ん
作
断
念
さ
Y

る
こ
と
」

も
1

〕
は
し
ぼ
で
あ
り
、

内
閣
に
f

コ
で

143誌
院
の
り
す
一
議
院
か
ム
法
案
に
一
れ
す
る
ふ
宇
一
を
こ
の
よ
、
ぺ
に
長
科
す
る
か
が
諜
以
ど
さ

1\~ード立内問J) rJUJ院予梓

れ
た

一
刈
頁
」
均
り
分
位
改
古
に
つ
い
て
も
、

内
拐
か

i
J、
の
州
棋
を
ほ
一
う
参
一
一
院
読
を
コ
ン

(
J

ハU
伊十
i

、

々
五

f

円、

ト
ロ
ー
ル
で
、
き
な
い
m
何
度
が
品
ま
れ
ば
、

ア
ど
れ
だ
け
内
閣
の
戸
川
知
寸
改
革
ー
は
進
民
し
な
い
と
い
ろ
こ
い
が
導
出
さ
れ
ー
そ
っ
こ

立
正
礼
の
け
部
状
態
と
も
い
え
る

「
ね
じ
れ
川
ム
ム

は
、
ね
じ
安
ぷ
山
花
灯
多
数
派
を
コ
/
ト
ロ
ー
ル

L
7
る
昨
党
勢
力
の
官
rH
ツ
セ
汲

ん
ど
対
忠
を
は
府
守
党
に
強
い
ム
万
一
い
ー
か
ら
、

川
市
一
夜
院
、
と
を
~
市
民
の
多
数
一
ム
が
異
な
る

1

ね
じ
れ
一
が
山
現
す
る
か
〉
y
て
つ
か
に
よ
っ
亡

一
ば
肢
の
バ

J

F

可
也
は
交
わ
ゐ
だ
ろ
1
L
L
か
し
、
一
ね
じ
れ
判
会
い
た
け

ε、
改
革
の
汀
?
一
月
間
を
す
く
て

-rけ
1
9
る
二
ー
と
は
叫
し
い
と
考

え
ら
れ
る
し
一
ね
じ
れ
」
を
ま
た
い
で
政
府
与
党
が
円
じ
政
策
を
迫

i
す
る
こ
と
も
十
分
に
あ
り
ん
る

c

C

C
七
年
七
月
の
参
議
院 財人

取人法羊) fi3 (:-)'~--2/:J) :)7~ C乙り 1:-)，:1、



議
-
、
芝
ノ
バ
?
ハ

J

札
は
わ

L

ャ
よ
る

[

J

1

2

t

[

一
l

l

i

「ね
l

u

れ
〕
川
会

伏
較
に
日
制
っ
た
…
で
も

位
一
一
次
支
仏
首
=
内
閣
も
刊
一
段
の
初
出
H
M
た
山
門
局
、

刷
パ
ト
丸
出

汁
潤
も
円
以
し
て
出
央
省
才
の
出

-u機
凶
の
出
止
を
日
恨
み
M
h
一
仁
て
い
h
J
こ

「
ね
「
れ

1
2

の
十
月
一
向
性
の
転
掛
川
や
読
則
す
る
た
め
の
重
け
な
え
よ
ま
図
で
あ
る
が
、
特
に
民
、
一
T
A丸
山
ぺ
閣
発
足
掛
い
の
地

H
ハ1
1
4弔

改
品
十
円
政
策
変
更
手

-
K
Hす
る
た
め
に
は

改
革
ヵ
万
均
件
を
f
h
J

じ
す
る
他
内
閣
山
、
問
を
説
け
に
取
り
込
も
必
ず
、
が
あ
る

:3 

本
穣
の
仮
説
議
会
制
度
仮
説

a 

政
策
決
定
者
に
よ
晶
政
策
選
択

ー
ん
持
u
E
般
之
、
党
内
品
川
恒
仁
詩
ベ
ロ
し
た
党
侃
性
に
」

L
J刊
明
も
、
臣
会
の

院
に
お
け
之
多
数
派
の
ィ
坦
い
↑
若
片
し
た

一
斗
や
J

し
l
i

t
!
t
h
 

ム
エ
」
じ
よ
る
必
町
も
、
兵
士
山
L
内
慌
の
出
城
中
下
格
改
革
に
お
け
る
l
e
A
向
性
の
変
化
ふ
う
ま

J

、
説
明
で
き
な
い

ν以
上
党
内
問
ム
コ
、
当
初

は
校
」
杯
改
草
の
よ
う
な
池
Lμ

の
UHR
律
仕
を
強
化
す
る
山
間
叫
仰
を

hγ
り
川
、
に
4

に
も
か
h
f
わ

aJF
途
中
で

省
庁
内
出
先
機
闘
の
属

一
ー
と
と
も
に
池
!
J
父
付
税
の
ヒ
粕
み
措
置
を
緋
続

J

て
地
方
利
採
に
迎
什
的
な
世
攻
を
と
る
路
線
を
い
け
九
川
l

下
ス
ー
何
点
、
的
に
は

九
午
γ
ご
ブ
ご
人
卜
で
小

L
た
「
阿
y

治
I
H
の
協
議
の

の
法
制
ψ
い
や
同
日
父
ハ
日
全
化
の
指
υ
比」

の
絞
刊
な
ど
一

ω路
線
に

同
っ
た
の
と
あ
る
、
と
の
で
つ
い
す
れ
ば
行
士
〈
一
覧
し
た
説
明
が
可
告
で
あ
ろ
う
か

U

ti1 y 

五
格
付
J
水
の
州
方
分
ほ
改
革
の
沃
'
山
正
一
泊
梓
を
分
析
す
る
に
あ
た
一
J

r

¥

中
央
政
山
一
い
お
け
る
は
京
以
主
主
に
者
戸
卜
す
る
と
こ
ろ

カ

ら

始

め

る

必

要

が

あ

る

の
場
ム
引
の
f

以
議
決
定
者
と
は
、

h-沼
会

中

心

と

す

る

つ

二
r

e

工
グ
ゼ
キ
ユ
テ
ノ

J

庁

のど
2
5
Z
L

で
あ
り
、

ロ
い
本
政
治
の
丈
侃
で
は
政
附
与
主
幹
部
、
ょ
の

政
府
以
党
幹
部
が
直
川
す
る
政
治
的
不
安
定
司
の
転
肢
は

治
会
制
皮
に
よ
っ
て

μ
J外
出
送
れ
る
。
政
治
的
不
安
定
什
に
よ
っ
て
、
改
革
の
五
九
月
は
メ
ム

3
れ
る

f

た
と
え
ば
、
財
政
政
治
の
お
域
ご
い
、
X
ば
、
増
大
づ
る
h
H
政
吉
裂
に
刈
し
て
、
日
前
ム
エ
粧
皮
に
よ
っ
て
叫
l

み
出
先
れ
る
政
治
此
不
安
定

( pJj人 H、学)fi;:i勺</1--2，16) D7n 〆201:L111 
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件
が
品
い
ほ
吻
九
日
、

引
判
明
明
判
昨
日
況
で
は
な
く
公
債
発
ノ
付
な
ど
を
通
ー
し
て
肘
山
政
支
川
拡
た
が
図
ら
れ
る
こ
こ
に
な
る

J21
ご
い
た
巧
一
対
権
改
誌
に
お
い

C
も

4
防
げ
に
、
改
苫
の
刈
討
を
説
明
す
る
際
に
状
認
決
疋
昔
に
わ
明
い
れ
す
る
刊
究
も
少
な
く
な
い

(
F
E
E
N
R
X
)
「
比
七
、

二
ひ
っ
九
λ

可、

H
J
L
]
z
f
N
C
E
r

一
同
書
己
記
n
h

ぜい山
(
}
H
U
)

品
川
ク
オ
構
改
草
の
均
令
、
議
会
社
皮
が

4
A
山
す
政
治
山
f
h

山
久
定
住
が
十
一
向
い
坊
台
、
地
力
施
設
的
な
改
h

半
本
の
選
択
を
r
ポ
依
な
く
さ

れ
る
だ
ろ
う
に
期
段
還
川
の
レ
ヴ
ー
ル
で
は
地
方
父
人
h

悦
の
清
治
箔
ま
な
ζ

が
挙
げ
ら
れ

制
度
改
革
の
レ
ヴ
工
ル
で
は
地
刀
口
組
内

明
加
と
な
ヱ
ー
会
い
ト
「
つ
な
判
度
選
択
が
な
さ
れ
る
で
あ
ろ
ろ

f

悦
べ
ば
治
的
小
安
定
件
が
ほ
い
場
介
、
脱
地
方
搾
理
的
な
改
草
案
が

選
択
さ
れ
る
判
ろ
う
持
に
医
家
財
政
令
惇
?
の
?
ル
ア
ヂ
走
行
し
て
い
る
中
じ
あ
れ
ば
、
地
リ
レ
吋

L
L
V

じ
の
臼
作
性
の
紅
と
引
J
Z

ね
え
に
則
政
規
律
の

μい
と
も
九
州
羽
三
れ
る
い
と
ろ
う
ハ

つ
ま
り
、
地
ワ
分
静
の
批
判
ム
は
で
あ

J

て
も
、
改
革
の
に
リ
カ

i
レ
/
な
る
の
は
、
尚
治
的
不
定
心
一
一
世
の
足
い
け
で
お
る
勺
そ
ろ
て
あ
る
な

、
フ
小
川
、
政
治
的
不
安
定
住
を
生
み
出
j
長
い
と
は
と
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
ハ

b 

政
治
的
不
安
定
牲
を
食
み
出
す
議
会
制
度
的
要
因

投
的
に
政
治
家
の
行
動
に
た
さ
な
影
響
を
ロ
J

、
え
る
更
河
は
E

尾
治
一
制
防
止
が
止
y
内
出
す
政
治
的
イ
ン
セ
ン
ア

f
uノ
で
あ
る
と
点
川
崎
ィ
」
れ

1\~ード立内問J) rJUJ院予梓

る

叫
(
)
】
(
}
'
官
官

]
N

〆
か
し
、
選
ん
で
い
司
度
ア
け
い
に
着
回
す
る
こ
と
は
六
i

分
で
あ
る
~
誌
会
内
攻
守
と

L
て
行
動
す

)ο

万
上
、
品
会
制
度
の
い
以
謹
一
間
七
千
五
d

視
す
る

p

-

と
は
て
き
な
い

恥
に
、
政
権
与
ー
一
凡
で
あ
る
場
合

定
の
一
鼠
会
消
度
の
れ
廿
『
V

法
前
一
点
を

行
う
必
褒
吐
い
が
あ
る
。
出
方
分
潅
改
事
で
も
、
ソ
は
付
U
J
党
幹
部
が
JY

の

E
う
に
4
J
h
汲
む
合
体
を
安
疋
拘
仁
ゴ
、
ノ
ト
門

i
ル
す
る
の
か

と
い
、
つ
こ
と
が
重
史
と
な
る

U

政
策
決
定
省
と

L
て
は
治
安
が
出
而
ず
る
政
治
』
山
小
安
1
4
叫
レ
f

一
は
、
議
九
一
引
院
と
直
政
涯
学
の
ア
イ
ミ
〆
グ
で
あ
る
η

ま
ず
、
吋
内
r川

山
門
限
枇
の

1
て
設
会
が
政
恥
川
和
品
川
ご
レ
に
山
口
出
註
さ
れ
る
「
五
官
民
会
で
法
案
を
富
山
訣
一
ヲ
ス
叩
「
令
口
門
会
航

J

肢
を
可
制
る
鴻
台
、
上
品
目
土
品
川
〆
一
式
な
と
山
本

/コ
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ム
三
市
川
心
の

J

ム
定
的
な
J

H

法
活
動
を
ノ
勺
つ
た
め
の
政
浜
決
え
さ
の
川
孜
選
2
3ぃ
J
F
の
勝
敗
ラ
イ
ン
は
品
半
数
説

司
会
制
こ
ぶ
日
し
と

fz!?

け
の
獲
得
と
は
九
千
で
は
な
，
、
な
る
c

委
員
去
の
採
決
仲
宗
を
古
r
正
当
副
で
穫
す
こ
と
が
叶
詑
だ
と
し
と
も
、
議
会
の
会
期
、

v
u将
iru

ら
れ
一
、
い
る
ど
い
、
っ
こ
こ
を
号
、
え
る
戸
、

い
つ
一
採
決
を
行
、
つ
の
占

J
t
い
ろ
委
r
員
長
り
吐
川
引
が
法
案
の
成
ア
サ
や
左
打
〕
、
〕
ま
う
こ
ど
い

な
る
o

r
工
叫
ん
久
門
百
円
台
で
、
九
一
を
け
L

長
ポ
ス
ト
を
獲
得
し
た
ト
マ
、
過
ド
i
数
灯
委
見
守

J
K
h
t
U
し
し
こ
と
は
は
有
与
完
件
お
い
と
3

二
土
拡

のわ
+tc
しずめる

さ
ら
に
、
過
半
数
議
開
廷
術
以
の
し
大
務
を
お
さ
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
け
利
政
選
半
が
問
融
市
に
や
っ
亡
く
る
と
す
れ
ば
、

当
然
、

取
決
定
背
は
川
け
、
刊
の
選
挙
対
策
に
ひ
き
す
ら
れ
る
こ
と
い
な
ふ
だ
げ
で
な
¥

J

を
i

市
三
寸
り
込
め
ば
、
叫
し
ぺ
!
V
ん
だ
け
て
な

く
以
山
町
役
職
に
つ
し
て
い
な
い

?7党
ぷ
巨
も
刊
一
間
運
動
を
り
つ
り
能
性
ト
J

高
ま
り
、

{
火
定
し
た
立
法
活
動
は
望
め
な
く
な
る
c

対
一
胤
め
な

出
政
一
涯
学

ci人
時
し
続
け
る

F
Z↓
し
か
政
治
的
安
{
一
心
性
が
得
ら
れ
な
い
と
い
う
一
議
宍
制
度
の
ー
で
、
川
政
道
挙
の
原
度
ヤ
タ
イ
ミ
ン
グ

は
れ
い
ト
ー
を
大
き
く
左
有
1

J

午
、
工
予
言

d

そ
こ
で
、
読
ん
出
制
交
が
ま
ず
は
球
刊
誌
、

λ
f
l
で
、
政
治
川
小
説
医
院
が
主
際
に
ど
の
よ
d

な
タ
イ
、
ン
グ
一
じ
政
策
決
{
礼
者
を
襲
っ
た

)
主
、

H
V
4
fリ

地
方
分
柏
川
叫
が
の

hd
向
性
P
J
政
治
的
不
安
定
性
に
ょ
っ
と
ど
の
r
Z
J

仁
変
化
し
た
の
か
と
い
う
こ
こ
を
検
証
し
て
い

ァ
サ
ご
ι!υη

、、

設
治
的
安
定
性
が
変
化
し
て
い
く

氏
4
1

党
汁
閣
が
ど
の
よ
う
な
い
山
域

1
住
伎
町
L
止
を
?
一
U
仇
し
た
の
か

ま

そ
の
選
択

〆
)
政
権
交
代
ど
は
ど
の
よ
う
な
河
係
に
あ
る
の
か
と
い
う

P

ザ

Y J 

、

改
革
の
い
民
間

:1 

政
治
的
不
安
定
牲
を
生
み
出
す
制
度
約
要
因

日
本
に
お
け
る
政
治
的
不
安
{
J
性
を

4
み
山
ヲ
計
段
的
要
因
と
し
て
重
更
な
の
は
、
民
会
中
山
、
千
表
的
な
議
会
批
度
レ
し
い
政
一
決
予
の 政
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タ
イ
ミ
、
J

グ
に
閲
す
る
制
度
ず
あ
る

改
定
決
定
立
↓
-
の
直
面
す
る
政
治
的
不
久
必
闘
が
ヰ
ふ
出
戸
れ
る
辺
司
ー
と
し
こ
第
一
じ
指
摘
〕
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は

剥
一
度
的
に

お
力
な
あ
二
山
町
内

で
あ
る

J

「
ね
)
れ
河
川
訂
一
請
が
指
掃
す
る
守
つ
に
、

「拾んい会シ一一市川、比一

平
工
山
、
三

グ

/
1
4羽
ー
ア
?
ア
?
な

戸h
J

午
の
↓
焼
却
は

影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
符
に
、
判
以
党
が
且
丘
町
注
に
し
引
ズ
て
参
ぷ
引
で
も
過
半
数
の
議
席
を
有
し
て
い

っ
た
六
八

九
庁
七
ぺ
以
降
に
な
っ
て

1

衆
一
日
前
向
の
力

l
ボ
/
コ
ピ

l
一
と
お
旅
さ
れ
た
芸
ぷ
仕
の
排
恨
の
ー
千
戸
ぺ
」
義
一
改
め
て
痛
感
す
る
こ
と
ト

な
JJ

た
f

会
談
院
は
、
そ
も
そ
も
内
問
と
の
山
に
信
任
認
係
ー
は
な
い

G

参
議
院
が
山
門
間
同
小
伝
序
次
設
を
町
、
比
い
す
る
こ
と
も
、
内
山
出
が
ム
ノ

議
院
を
解
散
オ
る
二
と
も
憲
法
ご
さ
な
い
u

し
か
も
、
コ
主
計
院
の
優
机
こ
の
対
象
f

外
の
述
市
法
宅
で
あ

rJE
も
、
参
議
杭
の
議
決

ヰ一国促
j
よ
う
な
再
り
決
一

C
2
R
E止
を
衆
議
院
が
灯
、
っ
そ
め
に
は
、
ー
に
」

υル
ー
ル
と
衆
議
院
の
=
ハ
刀
の

以

の

474ru
一
じ
の
作
り

決?とい
tAノ
政
治
的
仁
高
い
ハ
ー
ド
ル

で
定
め
ら
れ
と
い
る

に
汁
す
る
可
否
を
明
ら
か
に
し
な
、
v

限
り

主
議
院
で
人
口
日
も
一
定
久
を
た
な
内

ν
に
さ
れ
J

れ
で
つ
で
な
い
と
検
議
院
は
け
可
決
す
る
こ
と
は
で
き
な
い

d

会
期

H
O
c
-
一足

か
会
期
延
ド
HJMr
認
め
ら

ιじ
い
た
い
で
泊
t
門
人
4
m
w

同ムロ

こ
の
出
町
山
的
口
ス
い
か
政
府
守
党
古
川
刷
を
苦
下
〆
め
る
こ
i
f

に
な
る

、」よノ

三
、
内
闘
が
参
謀
院
を
含
め
た

ο一
法
適
有
人
で
一
体
会
コ
ン
ト
ロ
ル
す
る
こ
こ
は
駐
し
い

r

こ
の
こ
こ
臼
体
が
小
安
定
性
を
d

A
山
す
~

1\~ード立内問J) rJUJ院予梓

段以引い一
γ

ハ
ー
安
定
性
を
生
み
出
す
ね
二
の
中
/
司
は
、

柏
町
出
て
%
ヨ
双
選
吋
?
の
J
H

庁
存
で
あ
る

U

こ
の
点
は
「
お
と
れ
4
4
九
五
」
品
で
は
あ
ま
り

中
相
λ

J

て
い
な
い
か
、
政
治
家
円
山
中
長
期
的
ヘ
品
川
也
市
'
で
何
政
景
況
先
に
1
、
き
な
影
響
を
仏
え
ば
す
〆
い
え
る
〉
選
学
の
タ
イ
ミ
〆
グ
ど
い

う
も
の
は
、
員
同
の
よ
う
い
拾
い
刈
河
川
叶
度
う
砕
t
J
し
た
政
ム
山
、
ン
ス
一
フ
ム
灯
て
で
も
政
治
家
の
判
却
に
人
き
な
影
響
い
を
及
ぼ
7
0
れ
J

と

ス
は
、
共
同
の
ダ
グ
ラ
ス
ピ
ュ

l
ム
fu招

G
q
色

2
2
F
Z
F
2
2
M
'
r

も

1MLmに
総
選
挙
が
あ
る

t
い
う

ポ
%
は
、
吋
l
J
F
L

わ
れ
わ
れ
の
心
か
ら
地
わ
な
か
っ
た
一
と
述
べ
て
い
る

(心

fE同日一口い円
fμロ土問一
E3FFF
門

OHZmhirpHpmν
同}
J

己目

m
g
m
B
E
E
F
O
U
者
r
o
ム
5

己
門
戸
内
一

2
E
m
uご「
2
5
5
任
命

E
E
F
H
p
m
円

E
3
N
f
S
H
F
-
5
3
u
紋
は
、

九
川

ケ
ー
に
自
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仰
に
宍
枚
、
沢
和
さ
れ
と
以
夫
、

九
ハ
川
可
に
予
定
さ
れ

L
い
た
卜
恥
総
選

rLF川
け
て
必
死
で
あ
勺
た

一
手
〕
♂
日

7

4

J

 

ん
伎
が
古
い
た
仰
す

で
敗
兆

L
、
下
町
す
る
こ
と
に
な

7
に
)

巨
大
で
「
ん
ん
ず
と
き
、
参
議
院

4

一一端弓は

一
刊
こ
こ
に

T
数
の
議
『
(
が
改
造
さ
れ
る

P

ご
か
あ
法
で
以
め
ら
札
て
い
る
〔
そ

J

て
、
何
日
間

川]↑守内
n

を
品
目
立
向
山
川
買
い
つ
い
て

bn一
刊
に
よ
る
解
散
位
行
総
を
v
宇
え
る
と
、

お
お
主
そ

=
4
朽
殴
で

ヴ

10，) 

い
亡
く
れ
ば
、
ん
で
れ
だ
け
政
策
決
山
骨
が
小
長
期
的
な
紋
点
か
ら
政
策
ー
斗
荒
を
ノ
ィ
、
つ
こ
と
は
ま
す
ま
す
誹
|
一
〈

な
る
。

E
政
選
挙

υ

一
市
に
は
、
一
は
策
決
主
以
刊
は
短
期
的
な
政
策
を
露
汁
に
追
求
1
9
る
こ
「
も
あ
る
ど
ろ
、
っ
し
、
内
山
間
Mr
解
散
権
走
行
使
し

つ
る
衆
ぷ
院
を
考
え
る
と
、
内
闘
は
r
け
ら
の
伺
げ
た
f

以
本
が
う
ま
く
い
か
な
い
と
判
町
し
た
場
介
、

一山日

Z
り
…
」
を
オ
る
た
め
に
も
京

議
院
併
散
の
訪
川
川
は
高
ま
り
、
解
散
の
ゲ
イ
ミ
シ
バ
ノ
は
早
ま
つ
に

L
ま
う

S
E
F
M
M
(入
込
ロ
2
u

竹
村
じ
れ
同
余
」
誌
と
の
閉
山
位
付
与
与
え
ゐ
と
、
牡
引
だ
の
ね
じ
れ
の

ら
な
く
て
も
、
政
策
の
方

h
性
が
交
わ
る
こ
と
も
あ

り
え
司
令

川
政
一
片
手
の
タ
イ
ミ
ン
グ
を
さ
取
す
る
こ
と
で
、
政
葉
の
j
u
向
判
い
が
r

わ
た
化
す
る
タ
イ
ミ
ン
グ
J
b
説
明
に
き
ょ
、
つ
つ

政
治
山
不
安
疋
位
を
生
み
出
す
ぬ
の
い
持
仏
は
、
悶
長
で
の
一
安
討
会
制
乏
に
あ
る
円
十
ヘ
ー
の
同
会
ば
、
委
長
会

T
心
、
工
芸
目
的
法
宏
、
百

村
山
荒
川
刊
、
主
ど
に
よ
け
制
度
化
さ
れ
て
い
る

。
日
立
司
、
c

h

吋一
H
会
や
出
心
こ
し
た
法
案
審
ぞ
方
式
は
、

υ
法
権
ζ
J
つ

! : 
人、

ん

-
L
7

-
b
L
A
I
C
 

の
ト
品
質
と
信
突
す
る
川
立
花
性

JTr?本
的
」
稗
め
げ
ず
¥
い
る
一

4

3

誌
で
の
J
、41不
審
ぷ
の
あ
と
に
湖

中
十
数
台
置
沢
で
法
衣
キ
一
点

4
3
せ
る

ν一
法
適
秤
よ
り
も
、
各
委
『
(
九
一
二
、
の
法
案
宇
一
誌
に
相
会
期
川
川
の
時
間
ふ
と
一
ら
れ
、
〕
ま
あ
っ
リ
法
過

程
丹
刀
が
政
策
バ
ム
定
者
は
コ
/
ト
ロ
ー
ル
す
る
の
が
枇
し
く
な
る
。

も
ら
ろ
ノ
レ
、
同
宗
門
委
HJム
ー
で
の
審
議
の
粘
来
、
一
大
ダ
ハ
H
会
レ
ヴ
工
ル

t
rげ
ら
れ
た
歳
沃
は
、
十
欠
乏
同
で
の
一
雨
沃
で
夜
す
こ
と
デ
て

3

る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
が
、
ボ
ト
能
、
は
そ
、
つ
州
問
中
な
も
の
で
は
な
い
。
宇
、
は
、
委
員
会
レ
円
J

L

ル
の
法
案
市
議
で
各
委
員
一
一
言
え
は
、

f
h
J

ノ門間公

に
け
ヰ
凡
さ
れ
て

3
た
法
玄
の
成
合
に
刈
し
て
恨
め
て
『
ん
き
な
政
治
配
意
味
を
も
っ
言
い
換
え
る
と
、
法
案
帝
王
の
た
山
に
設
せ
さ
れ

戸

に
し4
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ー
い
る
を
員
去
の
委
員
長
バ
υ
も
つ
ぶ
喜
一
一
活
宝
梅
ー
は
、
政
治
決
{
九
戸
で
あ
る
内
閣
の
行
動
一
号
制
約
す
る
藍
更
な
要
去
一
ニ
な
っ
て
い
る

J

件い

に
常
任
一
宮
司
会
の
委
員
長
は
、

法
案
わ
い
れ
次
の
ケ
イ
ミ
ン
グ
し
M
1
3
4
~
す
る
桂
一
院
を
有
し
と
い
る
p

め、

込山寸
h
h
廿
議
酬
に
人
ム
J
Fか
い
と
い
、
つ

消
械
的
な
権
限
ノ
f
叩
キ
一
打
、
ぺ
;
℃
で
、
会
期
内
て
の
J

竹
本
成
立
を
温
止
す
る
権
限
や
も
っ
て
い
る
と
い
っ

L
も
逃
一
百
で
は
な
い
υ

ま
さ

に
、
子
大
久
川
L

長
は
、

凶
門
会
制
度
の
中
に
溶
む

刊
ふ
め
り

政
十
一
礼
ワ
見
、
て
し
て
は
で
主
つ
る
刑
制
り

いパ去
H

ほ
プ
レ
イ
ヤ
ー

一七
H
H
長
を
抑
え
て
お
く
正
安
が
あ
る
宇
一
際
に
、

九
七
ハ
リ
ル
十
代
以
降
の
深
草
伯
仲
F
い
う
も
ー
サ
ム
ご
ワ
党
山
只
IX
が
政
濯
を
起
っ
て
川

た
と

3
に
は
野
え
委
員
長
よ
り
も
委
員
云
を
与
党
で
確
似
l
た
で
与
野
党
の
的
転
委
員
会
と
な
る
こ
と
や
選
八
だ
こ
と
が
円
滑
べ
ら
か
に

さ
れ
て
い
る

士宮

山

c
c
一
'
仏
干
)

こ
の
上
弓
に

院
引
の
下
で
同
九
百
小

υ
÷
T
義
的
な
立
法
道
程
が
制
限
化
さ
れ
て
い
る
七
め
、
政
的
与
党
の
政
策
伏
定
梓
が
安
定
的

な
政
権
1

也
、
に
ふ
一
行
う
た
止
に
越

5
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ハ
ー
ド
ル
は
、
高
い
日
た
り
マ
な
く
、
多
く
な
る

ν

こ
の
干
工
一
が
、
政
策
決
!
下
一
者

ド
山
川
す
る
政
治
的
不
安
定
件
を
中
F
A
向
し
わ
す
〈
な
る
〈

ま

に
お
げ
る
ふ
入
門
員
公
制
反
の
ふ
/
め
、

M
川
政
区
裕
一
で
の
勝
敗
ラ
イ
ン
が
E
ハ
様
に
高
騰
す
る
こ
と

4
2〉

七
十
ノ
コ
々
し

会
る
r
政
様
I
f
p一一や巨
ι明
日
「
だ
け
で
あ
れ
ば
、
米
議
院
で
の
昨
日
杭
過
w

数
バ
ア
八
刀
ζ

い
よ
八
る
が
、
安
主
的
な
政
持
hEr
山元
}
v
i
-
-

去
す
の
で

1\~ード立内問J) rJUJ院予梓

あ
れ
ば
全
〈
六
分
で
あ
る

/、
¥p 

一
つ
は
ョ
れ
で
の
い
ホ
議
誌
の
必
殺
羽
一
八
〈
ハ
ゾ
誌
席
の
う
ち
、

過

半

数

週

議
濡
は
j
r
m
A
T
で
抗
円
川
、
内
法

?
あ
る
コ

ν
か
し
、
!
大
際
に
政
権
を

h
指
す

F
此

IM
は、

?
d
の
常
任
委
r

白
人
以
す
べ
て
で
禾
f
J
の
1
紋
を
係

1ミ
，Ti 

保
し
、
か
つ
斗
吾
川
買
え
ご
委
兵
長
JLγ

独
白
す
る
の
ト
必
要
な

2
2多
数

主i

訣
可
や
、
λ
中

f
?
に
の
同
行
委
員
ム
だ
よ
空
白
川
透

T
殺
を
時

か
つ
与
を
員
九
三
ふ
さ
以
長
十
一
波
円
す
る
の
に
立
更
な
絶
対
安
疋
多
数

六
九
一
=
同
席
、
そ
し
て
松
告
ん
山
の
州
開
催
、
国
会
議
員
の
除

ち
(
出
品
町
議
長
引
一
一
ハ
つ
の

以?一

J

b

忍
法
改
正
の
先
議
〆
総
議
員
の
一
分
の

以
一
}
、
参
議
匹
で
汗
決
さ
れ
た
ぬ
九
円
均
一
衆
一
長
院
で

の
江
本
再
可
次
に
必
雨
。
γ
ふ
い
情
的
事
数

ハJ
議
併
存
目
指
す
「

p

止
数

!日

一
議
席
の
お
俳
J
A
1
k
の
4
叫
ん
J

も
同
格
仁
、
返
半
l

数

取人法羊) fi3 (:-).~お:) ;lBl l'乙り1:-).:1、

Eェ←
U:JY: 



席
で
は
不
?

J

分
と
あ
り
、
安
定
多
徴
の

九
議
町
、
緩
い
ん
正
之
多
数
の
囚
ヘ
リ
ニ
時
何
一
千
円
治
J

寸
ご
y

に
な
る

r

加
え
JJ¥
公
員
長
が
法
案
の
採
決
の
タ
ィ
ミ
、
J
グ
人
々
一
ぷ
先
ず
る
こ
と
が
で
き
ゐ
た
め
仁
、
委
員
長
h
J
Z
7

・
γ
一
ヴ
ゼ
キ
テ
f
ヴ
の

;
/
リ
ド
、
:
;
;
?

豆

u
t
プ「

J

ー
ァ

F

しあ/〆「

「
た
な

m
L一
に
さ
れ
て
、
成
す
が
「
、
込
め
な
く
な
る

F

一
ヤ
と
も
あ
る

J

よ六陪
L
、

し
し
f
↓ノ

一

Y
し

4

行

Z
J
j

海
市
佼
お
刈
問
の
と
き
に
ヰ
町
議
定
内
伐
治
改
苧
特
別
委
円
、
長
だ
っ
た
小
此
本
竺

の
知
ら
な
い
問
に
な
珂
デ
シ
ン
ボ
ソ
ノ
ク

に
推
定
し
じ
い
た
は
治
改
品
関
連
法
案
を
将
来
に
し
し
し
王
い
、
州
山
部
首
I

告
の
け
坑
淳
を
如
い
て
し
ま
円
だ
{
海
部
、

{、
人ー

千下

出
七

九
六
買
)

f

長
H〈

1
7
K

ボ
ス
よ
ぜ
回
世
守
、
レ
〈
は
法
案
H
J
一
け
と
な
く
山
門
樹
の
命
返
す
、
い
dip--
合
す
る
帝
大
事
な
の

C
あ
る
り

政
均
コ
党
幹
部
地
安
に
心
的
な
政
権
出
f
刊
の
た
め
に
也
、
え
な
げ
れ
ば
な
ら
な
い
高
い
政

FUU孔
ハ
ー
ド
ル
は
、

匡
ム
デ
常
議
の
町
げ
に
「
向
山
山
泊
に

よ
っ
て
?7党
攻
撃
の
子
段
と
し
て
川
い
ら
れ
る
だ
け
と
な
く
、

コ
ア
・
コ
グ
ゼ
干
コ
一
ァ
，
ヴ
以
外
の

7
党
議
民
仁
と
っ
て
も
丸
山
川
一
汎
争

の
手
段
と
し
て
嗣
い
ら
れ
る

7
t
E
で
あ
り
な
が
ム
も
役
職
に
就
い
て
U

を
い
一
議
員
た
ち
は
、
勝
敗
の
ハ
!
ピ
ル
を
氏
め
に
設
J

一ι寸
F

プ
匂

傾
向
が
あ
る
戸
村
松
必
日
付
、

山
仇
堂
前
院
総
選
挙
で
あ
勺
て
も
を
議
院
で
パ
民
U

拾
い
ア
で
あ
ペ
て
も
、
同
政
選
挙
引
い
あ
る
以
ヒ
、
政
策
決
一

5
4一
は
川
州
半
数
の
弘
前
町
を
γ

接
待
す

る
と
け
で
は
不
分
で
あ
り
、
を
日
以
ポ
ス
ト
会
獲
得
で
き
る
ぐ
ム
い
に
、
参
立
両
院
で
過
半
数
の
議
席
を
有

L
4
v
場
合
は
件
可
決
で

き
る
ぐ
ら
い
の
小
人
時
を
以
め
な
け
れ
ば
J
1
1
1

宇ヘ

7
4

な
い

か
d 
u 

被
品
目
総
選
挙
も
行
期
満
了

Z
Cわ
れ
る
戸
)
と

涜
判
で
あ
る
け
以
上

一
千
戸
川
に
一
度
行
わ
れ
、

は
例
外
的
で
あ
り
、

れ
て
い
る
。

い
か
な
む
政
党
ご
あ
っ
て
も

Jtf足
的
な
政
惟
淫
P
H
J
T
E
中
小
め
る
の

品

計

約

二

社

じ

授

の

で
あ
れ
ば

域
'
ホ
ド
h

実
施
さ
れ
る
川
内
政
炭
坑
下

C
K嚇
し
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

U

政
策
決
定
者
が
シ
し
と
も
政
治
的
ハ
ー
ド
ル
を
政

Jq
こ
と
に
夫
以
し
た
渇
台
、
制
限
に
い
は
治
的
不
安
定
住
い
苛
ま
れ
て
し
ま
う
。
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二
0
0
0年
代
後
半
以
降
の
「
政
治
的
不
安
定
性
」

ヨ
攻
出
法
的
十
円
タ
イ
ミ
シ
ゲ
一
今

M
u
m
工
、
攻
治
的
不
安
定
件
、

ノ
て
}
ご
た
万
八
η
↑
住
政
治
、
の
ト
勺
向
性
を
い
勺
え
y
M
0
4
4

技
選
止
の
午
前
に

な
ぬ
と
企
h
り
な
選
挙
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
の
長
捻
と
な
る
地
ト
刀
政
治
家
、
円
民
や
一
引
間
以
ヨ

を
政
豆
町
一
ド
山
吉
部
一
附
し
て
取
方
汁
応
対
に
不
利
な
政

川
ホ
を
打
ち
出
せ
な
い
J

比
治
山
町
境
と
な
ゐ
。
正
数
の
半
数
が
二
七
f
d
h
L

に
改
附
さ
れ
る
参
議
定
と
は
異
な
り
、

品取
ι

悶
完
は
汁
叫
が
解
散
権

チ
行
使
し
た
け
内
問
γ
h
'
h
げ
よ
決
品
業
が
が
吋
仇
さ
れ
ど
ハ
リ
す
る
こ
と
で
川
刊
の
吋
問
満
了
の
徒
に
総
定
予
ト
突
入
オ
Q

こ
と
は
ま
れ
一
V
あ

る

nir一長
引
の
げ
州
最
後
の
凶
今
日
に
人
る
と
、
追
い
出
ま
れ
解
放
に
な
る
可
能
性
が
品
ま
る
た
め
、
自
杓
や
政
府
ソ
覚
幹
部
は
話
、

と
も
=
キ
汀
の
後
ド
あ
た
り
か
-
ノ
総
選
学
の
ケ
ノ
ミ
ン
グ
苦
ι
H
出
荷
し
た
政
策
車
択
41
行
1

こ
と
に
な

一ヘ

J
C九九ハ
J

の
此
枠
父
代
前
か
っ
同
政
選
挙
の
タ
〆
ミ
ン
ク
を
ぷ
え
ス
ロ
と
、
中
央
政
的
の
則
政
的
関
与
や
川
刊
誌
つ

L
地
主
-h治
依
に
じ

津
仕
を
求
め
る
改
革
を
脈
注
で
さ
る
期
間
は
限
ら
れ
て
L
芯
ニ
ー
ー
が
わ
か
る
(
図
玄
1
2
山川)

凶
政
選
挙
i
v
f
l
づ
い
て
ノ
J
G
と
凶
刊
行

制
度
か
山
招
ト
y-

レ
た
地
方
流
詩
的
な
此
叢
を
れ
ち
山
μ
す
こ
と
に
な
り
、

政
本
的
な
地
方
分
権
交
#
ー
に
h

一J
h
一
治
め
な
し
へ

加
え
て
、

か
く
国
政
E
F
，
ハ
↓
の
間
隔
が
町
、
シ
/
と

L
て
も
、
ー
ね

r

れ
門
公
」
と
な
っ
て
い
る
埼
人
い
も
日
山
、
つ
に
ま
か
ぜ
な
い
一

一
を
病
院
の
場
人
い

。
円
九
年
ま

C
に
は
次
の

っ
た
こ
こ
を
与
え
る
と

1\~ード立内問J) rJUJ院予梓

に
な
る

血
、
の
こ
と
か
ら
、

遅
く
と
も
一
一
つ
つ
八
守
山
開
半
か
ら
は
設
府
守
党
財
れ
は
、
川
叫
ん

4

恥
議
的
主
r
凡
%
を
釘
ち
出

5
さ
る
を
え
な

J
lゆ
る
っ
総
選
挙
の
同
期
が
も
っ
一
と
」
:
に
予
d

疋
さ
れ
て
い
れ
ば
、
さ
ら
に
い
十
い
時
期
4
J
ら
凶
む
を
な
誠

L
た
政
争
、
子
止
と
J市
山
さ
さ
る

を
山
内
川
な
い
。
ま
た

ノ
〕

ω

〉

f

¥

f

J
ノ
仏
A
l
〆
ν

一¥
¥ー

庁
後
半
ま
で
に
は
き
ら
に
そ
の
次
の

れ
る
一

γ
と

の
ゑ
り
と
は

か
ら
、
一
F
賞

迂
く
と
も
コ

一
一
年
め
半
か
ら
は
地
方
雄
義
的
な
政
宗
4
打
ち
出
す
必
叫
が
山
て
く
る
n

参
長
悦
の
場
人
い
、
定
期
的
日
一
一
年
お

3
の
氏
巡
で
あ
ゐ
か
ら
ぷ
の
衆
議
院
の
総
選
挙

U
紅
一
一
重
ね
じ

ひ
じ
七
年
後
「
、

に
で
数
の
「
数
改
選
が
行
、

J

れ
る
p

日
ー
と
に
な
る
〈

つ
一
一
一
年
後

fr(
い
ず
れ
も
七
門
戸

険
法
ゃ
人
ド
案
件
で
の
で
ナ
該

〈
)
宇
後
ヤ

ぺナ
〆$
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国政選挙のタイミ〆グと地占分格己良市の政治環杭凶支1

-・E衆議院運命のために地方J訴事的な政誌を打九山す問問

E二〕参議院総置干のために地);慌F，I室内1')な此泌を打ち出寸期間

1'1'1所 革昔作此

止 2012.1C12)J衆政院総選挙が行われたため， 2013午前半には夕食品院総選4W)犬めに地方陣:玉川

な此彼を打ち出す必嬰はなかった 3 た/，::， 2.tn:l.'I'-7 円に参誌恥:ì~予があるため 給栗と Lてま

地);陣詩的必政策を才JもiI'r主主るを得ない。

む妥際に運命のあったl時間

院
の
影
響
力
の
強
さ
を
与
え
る
と
、
政
府
与
党
幹
部
も
参
議
院
議
員
選
挙
を
帆
視
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
っ

そ
こ
で
、
衆
議
院
と
参
議
院
の
選
挙
円
程
を
市
ね
て
#
え
る
と
、
五
は
民
主
党
内
閣
の
中
で

も
鳩
山
内
問
期
は
二

0

0
咋
の
参
議
院
議
民
選
ギ
を
控
え
て
妥
は
大
胆
な
改
革
を
れ
ち
山
す

こ
と
は
岡
雑
な
状
況
に
あ
り
、
省
内
閣
矧
と
野
州
内
閣
期
の
初
矧
は
比
較
的
自
由
に
地
点
分
権

改
本
を
推
進
で
き
る
状
況
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
も
ち
ろ
ん
、

。
一
口
年
の
参
議
院
議

貝
選
挙
N
U
降
の
連
立
ト
コ
党
全
体
と
し
て
参
議
院
の
ぷ
決
を
再
可
決
で
夜
す
の
に
十
分
な
圧
倒
的

多
数
の
議
席
を
米
議
院
で
有
し
て
な
い
こ
と
か
ら
、
改
市
の
推
進
は
簡
単
な
こ
と
で
は
な
い
ハ

し
か
し
、
与
野
党
で
激
し
く
ぶ
つ
か
る
こ
と
の
少
な
い
領
域
で
あ
る
こ
と
が
幸
い
し
て
、
同
政

選
挙
の
タ
イ
ミ
ン
グ
で
相
当
程
度
は
説
明
が
川
能
で
あ
る
υ

民
ふ
平
党
内
閣
に
な
っ
て
か
ら
の
法
案
の
成
立
半
を
見
る
と
、
取
円
本
大
震
災
へ
の
対
応
の
た

め
与
野
党
が
協
力
し
て
法
案
を
成
げ
さ
せ
た
と
い
う
事
情
は
あ
っ
た
が
、
政
附
提
出
法
案
(
悶

法
)
の
成
立
訴
は
市
い

(
同
表
2
参
問
、
)
っ
国
政
選
挙
が
当
面
想
定
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
球

墳
の
下
で
は
、
守
党
も
政
治
的
基
盤
へ
の
配
虐
の
程
度
は
薄
ま
り
、
口
ら
の
政
策
を
追
求
で
き

る
可
能
性
が
市
ま
る
。
野
克
も
政
治
的
基
盤
を
意
識
し
た
抵
抗
を
不
す
必
要
件
は
低
く
な
る
。

特
に
ど
の
よ
う
に
行
政
サ
l
ヴ
ィ
ス
を
供
給
す
る
の
か
と
い
う
議
論
が
多
く
な
る
地
占
分
権
改

本
で
は
与
野
党
で
の
大
き
な
刈
Y

げ
は
一
層
生
じ
に
く
く
な
る
に
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衆法参法閣法衆法参法閣法衆法参法閣法衆法参法閣法衆法参法閣法衆法参法閣法

64.5％
60.5％

86.5％

現行憲法下での
立法実績

(1947-2012年)

自民・公明連立
内閣

ねじれ前
(1998-2007年)

自民・公明連立
内閣

弱いねじれ
(2007-2009年)

民主党主導連立
内閣

ねじれなし
(2009-10年)

民主党主導連立
内閣

強いねじれ
(2010-11年)

民主党主導連立
内閣

強いねじれ
(2012年)



　６月　地方分権の推進に関する決議（衆参両院）

　５月　地方分権推進法成立⇒７月　地方分権推進委員会（諸井虔委員長）

　12月　地方分権推進委員会第１次勧告

　　　　（以下，1998年11月の第５次勧告と６月の最終報告）

　７月　地方分権一括法成立（475本の法律改正）

　４月　地方分権一括法施行（機関委任事務制度の廃止，法定外税制度の拡充など）

　７月　地方分権改革推進会議（西室泰三議長）⇒失速

　　　経済財政諮問会議主導による地方税財政改革の開始（毎年初夏の『骨太の方針』によるマクロ環境の設定）

　　　　（地方交付税の総額縮減，国庫補助負担金の廃止削減，国税の基幹税目の税源移譲の『三位一体の改革』）

　11月　政府・与党合意

　12月　地方分権改革推進法成立

　４月　地方分権改革推進委員会（丹羽宇一郎委員長）

　５月　第１次勧告：重点行政分野の見直し，基礎自治体への権限委譲など

　12月　第２次勧告：出先機関改革，義務付け・枠付けの見直しなど

　10月　第３次勧告：義務付け・枠付けの見直しの重点事項，国と地方の協議の場の法制化など

　11月　地域主権戦略会議の設置（内閣総理大臣の議長就任）

　11月　第４次勧告：地方税財政など

　12月　地方分権改革推進計画の閣議決定

　６月　地域主権戦略大網の閣議決定
　４月　第１次一括法の成立：義務付け・枠付けの見直し，国と地方の協議の場の法制化など
　８月　第２次一括法の成立：義務付け・枠付けの見直し，基礎自治体への権限委譲など

　３月　地方分権改革推進本部の設置（内閣総理大臣の本部長就任）
　４月　地方分権改革有識者会議の発足（神野直彦座長）
　６月　第３次一括法の成立：義務付け・枠付けの見直し，基礎自治体への権限委譲など
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21年
度

12月
３
月

22年
度

23年
度

24年
度

25年
度
…

６
月

12月
３
月

夏

地
域
主
権
戦
略
会
議

国
と
地
方
の
協
議
の
場

の
法
制
化

義
務
付
け
・
枠
付
け
の
見
直
し

と
条
例
制
定
権
の
拡
大

基
礎
自
治
体
へ
の
権
限
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譲

国
の
出
先
機
関
の
原
則
廃
止

(抜
本
的
な
改
革
)

補
助
金
の
一
括
交
付
金
化

図
表
４
　
地
域
主
権
改
革
の
主
要
課
題
の
具
体
化
に
向
け
た
工
程
表
(Ｈ
23.1.25　

第
11回

地
域
主
権
戦
略
会
議
後
)　

アクション・プラン アクション・プラン アクション・プラン

地方分権改革

推進計画

地方分権改革

推進計画

地方分権改革

推進計画

推進体制

整備

推進体制

整備

推進体制

整備

11/17

３
次
勧
告
中

地
方
要
望
分 戦略会議発足初会合

３
次
勧
告
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り
分

１
次
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告

基
本
的
考
え
方
の
検
討

基
本
的
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え
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検
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検
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付
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実
施
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付
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実
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］
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］
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交付金　創設
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交付金　創設

１
次
勧
告
，
２
次
勧
告
の
具
体
化
を
検
討

１
次
勧
告
，
２
次
勧
告
の
具
体
化
を
検
討

１
次
勧
告
，
２
次
勧
告
の
具
体
化
を
検
討

　
※
　
地
方
税
財
源
の
充
実
確
保
，
直
轄
事
業
負
担
金
の
廃
止
，
地
方
政
府
基
本
法
の
制
定
（
地
方
自
治
体
の
抜
本
見
直
し
)，
自
治
体
間
連
携
・
道
州
制
，
緑
の
分
権
改

　
　
革
の
推
進
の
各
課
題
に
つ
い
て
も
，
地
域
主
権
戦
略
大
網
に
沿
っ
て
取
組
を
推
進

　
出
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：
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一括法案(第１次) 一括法案(第１次) 一括法案(第１次)法案 法案 法案一括法案(第１次) 一括法案(第１次) 一括法案(第１次)

一括法案(第２次) 一括法案(第２次) 一括法案(第２次)

関連法案 関連法案 関連法案

関連法案 関連法案 関連法案

地域主権戦略大網 地域主権戦略大網 地域主権戦略大網具体的措置 具体的措置 具体的措置具体的措置 具体的措置 具体的措置基本的考え方 基本的考え方 基本的考え方基本的考え方 基本的考え方 基本的考え方

地域主権推進大網

(仮称)

地域主権推進大網

(仮称)

地域主権推進大網

(仮称)

工程表(骨格)提示
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の
山
札
衣
を
提
示
ず
す
る
一
方
ヴ
、
叫
ん
目
ぷ
ホ

1

鳩
山
内
問
の

丁
一
書
池
一

の
改
正
は
、
日
に
劇
佼
の
改
正
で
は
あ
リ
ま
古
?
:

民ム
T
上
設
そ
の
も
の
の
は
?
で
あ
り
、
私
た
ち
の
い
一
月
ら

L
そ
の
も
の
の
山
、
凡
て
す
c

ヌし

:1' 

計
十
域
内
け
立
は
か

ス
三
、
広
が
る
の
で
は
主
い
カ
と
い
う
ん
が
い
ら
っ

L
ャ
い
ま
す

J

私
は
そ
の
ご
お
り
だ
と
細
い
ま
す
。

問
山
押
入
っ
た
)

1
ダ
ー
を
選
べ

ば
、
そ
の

y
う
は
、
そ
の
ノ

i
タ

i
を
混
入
だ
泊
甘
刊
の
九
に
京
フ
一
ω
。
:
の
い
ヲ
ペ
れ
市
の
ご
L

U
小
行
わ
れ
ま
す
。
し
か
し
、
今
の
よ
、
つ
な

状
況
を
杭
げ
て
U

と
ら
、
こ
の
回
は
も
っ
て
し
よ
う
か
の
ム
f

の
よ
う
な
状
川
書
続
け
て
い
て
格
実
を
是
正
一
一
9

る
は
涼
は
も
つ
で
し
?
っ

一刀
n

私
は

h
た
な
い
と
思
川
ま
す
一
レ
い
発
=
け
し
て
け
る
ハ

T
J
U
総
務
太
同
の
月
九
円
弘
、
地
ん
同
門
ヘ
れ
の
所
管
f

八
回
と
し
て
は
し
八
ス
一
/
、
対
み
出
ん
だ
大
山
な
発
六
て
あ
る

出
い
が
地
1

刀
円
l

旧
体
を
守
口

、
山
船
団
L
N
J
A
で
際
宇
ー
す
る
こ
と
を
ヤ
的
る
l
y
H
-
一
声
し
ど
い
る
に
等

L
い
い
い
。
ら
一
じ
あ
る
冷
じ
総
務
i
ヘ
け
の
従
一
円
の
午

P

後
と
ゐ
ゐ
の
は
、

小
泉
山
一
慌
時
代
に
追
求
さ
札
ょ
う
と
し
た
地
々
の
口
一
叩
訓

Hm化
と
小
火
の
隈
ヲ
悩
小
の
々
や
ー
ル
向
と
ワ
U

て
も
よ
い
勺

?〕
1
p
u
、
政
治
的
な
以
泌
は
、
小
長
皮
革
t
M
m
地
方
の
ド
津
件
強
究
の
改
革
川
崎
λ

守
山
を
一
気
に
次
夫
弐
ば
、

ν
-
1
i
z
う

JI
ノ
ド
七
月
の

私設

{itm院
也
前
[
同
一
選
挙
で

ih一
ヨ
勝
利
を
お
さ
め

の
多
数
派
が
誌
な
じ
政
策
が
停
滞
す
る
と
い

う
「
ね
l

u

れ
判
去
に
陥
ぬ
か
ね
な
い
c

変
化
は

一
つ
ひ
主
午
求
の
た

h
u山
汝
対
策
の
出
で
す
で
に
一
見
ら
れ
る

〈
ハ
二
つ
注
反
抗
ι
H
市
山
d
j一
週
で
は
た
方
交
付
悦
は
出

q
R

む
刊
の
培
止
と
な
る

加
川
崎
市
性
化
・
一
時
間
川
弘
行
臨
時
特
例
貨
の
剣
一
一
M

L

l
っ
、
九
八

h
C住
川
門

ハ
・
九
一
日
川
門
に
逮

v
J
1

の
引
を
し
山
予
が
/dui-
わ
れ
た
カ
と
あ
る
。

き
ら
に

同
が
償
還
の
保
証
を
行
う
山
市
町
汚
政
対
清
治
b
k
H
守
山
z
k
e
六
兆
円
惜
し
引
の

J
E
l
i
L
、

1
1
n
J
J
子

オ

五
賞
的
に
地
刀
利
治
体
が
主
け
取
る
地
方
六
人
円
相
額
は

日
・
六
兆
川
に
注
し
た

U

こ
れ
は

ぺ
(
〕
一
庁
皮
の
最
高

額
二
=
・
九
生
同
を
ャ
一
〕
山

J

た
こ
と
に
な
る
に
似
途
の
向
山
な
地
刀
父
付
制
は
、
多
く
の
地
刀
尚
治
停
に
と
っ
三
巾
要
な
川
削
源
ず
あ
り
、

財
政
危
機
に
あ
え
ぐ
地
方
臼
治
休
な
少
な
く
と
も
r叫
に
川
門
戸
な
い
ト
一
め
の
持
査
で
あ

~
J

た〈

( pJj人 H、学)fi;:i勺</1--2(0) %U 〆201:L111 



〆 l

リ
ー
に
人
り

地
成
主
権
改
常
は
、
豆
{
「
、
が
ど
ζ

に
あ
る
の
か
わ
か
ら
な
い
状
態
に
陥
っ
、
い
〈

(コ

。
年
円
的
中
窮

J

叶
計
九
日
ム
丁
格
戦
山
町
九
百
一
献
で
幻
九
日
、
一
丁
性
改
古
河
川
並
汁
、
従
の
概
要
が
明
九
か
に
さ
れ
、

A
迫
ご
と
に
社
叱
で
す

ω、
査
も
惜
成
行
の
有
識

E
の
山
中
か
ら
J

止
め
に
円
れ
え

刊
行
の
め
一
四
人
足
前
ペ
ブ
も
鳩
山
汁
ね
は
蹄
み
込
み
丹
市
分
さ
を
山
認
め
た
上
で
「
政
治
主
滋

へ
の
ム
ド
ダ
仇

を
会
長
川
場
で
羽
ら
か
に
す
る
、

〆
戸

J
、

1
1
[
 義
務
引
け
・
砕
刊
一
け
の
h
ノ
直
し
ゃ
ぶ
交
付
金
化
に
け
汁
し
て
中
央
省
寸
が
数
し
く
祇
抗

γ

る
中
さ
、
具
体
的

γ
ど
の
よ
う
に
は
析
を

τ
す
の
か
は
わ
か
ら
な
い
ま
ま
、
結
局
、
何
年
六
戸
バ
に
は
内
問
は
崎
洋
し
、

す
べ
て
の
課
題

は
日
出
ヘ
山
内
問
問
に
フ
て
の
ま
ま
引
き
続
が
れ
る
こ
と
ト
な
っ
た
。

I¥  
、ノ

ハノノ
i
f
ハ
月
、
吉
山
人
山
内
問
が
な
ハ
止
す
る
と
、
早
々
に
、
鳩
山
内
閣
に
一
議
論
さ
れ
て
い
ん
こ
と
を
「
地
域
よ
権
戦
時
大
緋
」
と

し
て
ま
と
め
コ
げ
る

。
一
口
与
え
汀

日
間
談
決
定
7-
多
く
の
政
策
同
域
と
月
比
州
、
地
時
一
r
T

松
民
市
の
領
域
で
も
ス
タ
ー

-
h
-
M
J
ヴ

ご

J
コ
を
か
け
る
と
忠
わ
れ
か
っ

J ー
でt;

" 
J
{

内
閣
は
発
口
止
の
時
点
か
ら
不
柑
な
t
t
…
も
品
っ
た

そ
も
で
も
、
雪
山
間
以
、
か
つ
て
の

ι
R
J克
内
問
t
〆一は界一人ハ
r

り
、
朴
氏

党
の
政
権
出
町
山
川
に
よ
じ
椛
訣
院
で
二
分
、
U

て
J

な
い
ふ
J

め
参
一
一
円
院
の

一γ
市
い
吋
決
す
一
。
こ
と
は
同

LL 
ヒ
〈乃

特
に
で
あ
っ
た

J

さ
ら
に
追
い

の
が
ら
の
年
の
欠
。
ぷ
院
議
開
山
嵐
宇
で
の
い

5
r
yの
l
八
段
て
あ
る

1\~ード立内問J) rJUJ院予梓

二

c
c
qじ
月
の

の
結
呆

議
官
怖
を
合
め
ど
も
↓
コ
六

民
上
犯
は
川
川
1
州
市
ハ
一
定
件
に
終
わ
け

什
作
ル
北
山
台
ぺ

j
I
l
z

，
 

と
ま
る
に
惨
敗
で
あ
っ
一
た
コ
川
民
新
党
の
二
一
一
市
宥
を
台
わ
せ
て
も
う
煮
は
々
。
九
ぷ
市

L
か
な
く
、
野
市
町
勢
力

両f¥-;

が
針
山
ー
し
た
耕
一
行

γ
は
法
案
の
成
立
が
兄
込
め
な
い
状
能
で
あ
っ

f
。
危
円
い
さ
れ
た
「
ね
じ
れ
凶
門
会

の
内
末
ご
あ
っ
た
。

L
か
も

権
州
市
川
問
問
や
山
川
川
パ
叶
内
閣
と
い
っ
た
U
H
!
人
完
時
代
、
の
内
閣

t
は
説
、
な
打
、
日
山
宅
史
上
導
の
速
止
与
え
は
、
栄
一
間
院
じ
絶
対
d
l
λ
J
て
多
数
の
士
一
一
時

骨
川
を
有
し
て
い
て
も
、
五
ノ
議
院
で
の
一
円
双
子
一
程
す
七
め
い
K
F
K
な
庄
内
的
多
数
の
議
時
刻
一
を
衆
羊
式
市
川
f

、
h
l一
て
い
な
か
「
た
。
法
案
の

成
立
わ
ヘ
事
案
外
の
同
直
に
必
夜
九
字
以
涜
一
院
の
議
決
持
政
吋

7
党
が
7

〆
?
?
日

1
ル
で

3
な
い

日
明
い
ね
じ
れ
」

の
次
世
与
に
w
I
J
J
h

取人法羊)fi3 (3'~-2fi;) ~Dl [乙り1:-).;1、



し
か
し
、
州
政
選
挙
の
タ
「
ミ
ン
ゲ
む
い
ん
ば
、

。
一
行
一
キ
の
会
談
除
一
訟
員
選
訟
の
後
、
同
政
選
挙
が
し
ば
ら
:
下
た
さ
れ
え
い

な
い
時
期
に
人
っ
た
一

f-布
ト
ワ
ザ
ん
が
、
払

mu一
開
設
的
な
拾
方
分
権
改
肯
に
と
ど
ま
ら
ず
、
双
十
F
5
J
己ふ川
J
拍
き
た
い
形
て
引

は
半
を
推
進
山
、
つ
る
数
少
主
い
機
会
と
い

ffo
大
社
互
什

υ
な
か
hh
も
、
「
h
u
川
主
権
流
山
川
ド
八
神

の
法
案
化
を
じ
山
知
し
て
い
く

二
ひ
っ
刊
九
刀
ド
総
務
大

E
じ
坑
任
し
た
の
は
涯

U

抗
議
棋
大

f
で
投
絞
る
ど
こ
る
庁
山
首
博
一
允
鳥
取
県
知
事
一
よ
め
つ
よ
。
役
は
、
注

年
の
内
問
問
が
亡
可
?
父
べ
に
な
ハ
て
い
る
ご
と
平
参
一
夜
院
で
の

7
党
の
泡
司
教

ltれ
と
来
院
院
で
の
与
見
の
圧
倒
的
多
数
の
ぷ
席
の
よ
民
失

二
強
い
ね
じ
れ
亡
を
総
合
怖
に
毛
主
し
亡
、

サ
と
決
め
亡
、

μ
分
の
お
、

n
た
い
こ
と
を
と
う
進
め
て
い
く
か
と

務
「
に
任
問
を

¥
つ
一
年
間
の
工
程
衣
を
此
っ
て
、
直
む
い
省
内
に
指
千
件
一
出
し
た
」
と
い
う
(
薬
師
吾
、

r 

了

二
C
H
一r

殺
の
ん
で
り

r¥  

¥ノ

た
か
ぺ
た
ニ
レ
/
は

じ
治
片
山
に
討
す
ゐ
川
の
義
務
づ
け
、

そ
こ
に
含
ま
れ
る
地
リ
結
の
へ
元
/
れ

枠
づ
け
を
口
比
三
位
L
9
b
に
め
の
ね
法
」
l
y

、

ド
一
対
す
る
巨
の
問
問
干
の
火
栴
緩
花
な
と
の
品
川
ん
財
政
法
の
改
ー
ー
な
l
f

え
に
あ
、
た
(
来
件
川
口

、7

主
、

二
二
円
三
当
川
の
同

政
官
底
午
一
対
策
ト
y-

い
う
発
想
は
ヘ
ホ
い
〔

、
し
つ
こ
く
F
J
一九エ日出、
v

、
古
怖
が
治
械
的
な
小
首
都
や
光
、
人
一
り
的
人
九
ま
た
山
品
川
J
b
兄
L

イ
一
て
う
や
む
千
仁
な
る
?
T
で
も

三一
H
Rし
た
こ
一
。
組
討
に
忘
れ
な
い
」
と
い
う
同
僚
掛
紋
術
で
、
辺
行
制
反
内
で
の
円
治
体
の
臼
作
朴
い
や
拡
巳
し
て
い
く
ん

J

川
住
を

ja 

仙
川
内
各
y

く
の
大
豆
た
ち
の
官
僚
操
縦
仇
が
無
町
♀
対
す
い
J

混
乱
を
つ
き
起
こ
し
「

h
犯
i
存

で
あ
っ
た
の
に
い
対

J

て、

総
務
大
庄
司
身
の
官
僚
刊
d
r
w
枝
川
仰
は
旧
内
治
省
の
J

じ
紫
時
代
の
符
助
一
九
J

引
き
た
の
で
あ
る

J

仙
沼
は
、
こ
れ
ま
で
内
改
は
了
γ

法
治
さ
せ
る

ま

口
ず
い
ア
ク
ン
ヨ
ン
・
プ
ラ
ン
}
山
先
隊
司
の
原
則
涜

H
に
均
け
て
}
」
を
利
一
一
一
附
次
d
l

心
し
、
方
均
沖
を

ハ
、
ハ
一
v
作
川

し
っ
か
り
と
定
め
と
あ
と
、
地
域
、
一
T
r唱
改
中
閣
辿
一
一
法
来
十
回
会
に
提
山
一
三
心
。

地
域
ー
ム
信
改
不
問
辿
一
法

「
ノ

J

寸
川
口
ず
に
は

五
は
蛇
山
幸
に
成
立
し
七
。
一
地
域
の
白
、
千
吐
及
び
円
す
什
を
」
刊
め
る
七
め
の
改
革
の
肝
批
准

γ
山
村
ゐ
た
め
の
刈
係
I
レ
悼
の
性
備
に
認
す
る

ーい
td汁
(
平
成
一
戸
i
法
律
第
一
一
七
号
)

zlた
J

J
、
ト

E
と
地
リ
バ
の
協
議
の
場
に
問
問

Z
G法
律
」
(
「
成
二
=
午
法
律
弟
=
八

へ々
J

令
ヘ

一
点
〉
、
〆

( pJj人 H、学)fi;:i勺</1--262)%2 〆201:L111 



口

" 、〆

地
方
ヨ
治
法
の
一
部
を
改
正
す
'
乙
法
律

一
作
成
二
=
年
法
律
第
=
ー
日
勺
)

の一一今ム式でふめヴ
U
V
F

こ
れ
戸
J

の

J
パ
に
よ
う
で

つ
つ
九
P
J

可
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
で
、
つ
r

っ
て
い
人
/

寸
と
か
】
行
リ
の
沼
ぷ
の
場

ハ
一
設
ル
闘
争
誌
で
位
置
hM4
け
る
こ
と
に
成
功
に
ほ
か
、

法
人
下
〔
州

が
見
J
f
芦
札
、

地
方
fl
治
体
が
児
町
市
祉
祐
一
誌
の
日
一
刷
出
や
u

土
，
け
な
ど
で
独
f」パの

法
律

ぷ
よ
る
え
務
μ
t
け

基
準
を
ぷ
け
る
二
と
が
町
能
と
を
つ
介
。
ペ
C
A
し
り
仁
、
仙
川
}
い
刀
利
治
誌
の
改
正
い
よ
っ
て
、
地
力
相
治
体
の
一
一
一
附
員
定
数
の
法
定
i
恨
の
段
発

ヰ
は
だ
一
一
元
日
山
事
持
の
却
ま
ず
の
与
耐
久
崎
川
の

の
地
む
い
円
v
旧
体
の
政
草
山
川
力
拡
充
も
実
現
し
た
だ

U

さ
ら
に
、
東

へ
の
対
出
の
必
中
じ
あ
コ
た
が

レ
一
手
J
N
ヤ
出

q
ノ、
d

i
j
{
t
j
〆

) 

午
代
行
に
は

地
域
、
+
作
お
次

一
地
域
の
は
主
判
及
び
は
!
V
M
2
を
高
め
る
た
め
の
改
本
の
折
注
長
区
る
た
め
の
関
係
法
律
の
墜
散
に
民
J
q
ゐ
I
レ
伴
一

1
成

一

年

法

津
山
弟

C
fハヨ

が
成
す
L
9
る、

川
法
律
で
の
都
道
府
県
か
ら
市
町
村
へ
の

オし

般
の
市
で
も
未
熟
児
の
!
寸
則
前

指
h

川
中
ヤ
家
庶
明
日
山
版
売
業
者
へ
の

7υ

人
物
14H

が
可
能
と
な
の
J

L

い
れ
へ
さ
ら
に
六
口
、
比
牢
で
一
弐
務
付
け
・
枠
付
け
」
の
見
直
し
と
条
例

制
定
憶
を
払
J

八
九
八
F
P

守
口
校
の
収
容
?
拝
見
岩
準
「
か
山
崎
止
シ
↓
札
た
り
、

地
方
億
円
ん
行
に
関
ず
る
門
担
保
1
八
巨
灼
手
協
議
の
見
直

r
p
]

〉

L
r
J
d
i
p
C

1
1
J
V
ヤ

/

」
の
一
で
つ
に
、
第
一
次
昨
日
以
、

ω
次
一
M
M
Lい
に
よ
っ
て
制
反
的
に
ヲ
パ
て
か
な
り
の
地
域
工
権
改
草
は
泥
炭
し
た
〆
い
え
る

J

1\~ード立内問J) rJUJ院予梓

て

司
史
子
判
明
デ
か
ら
の
「
約
域
/U
ア
ヤ
戦
時
十
人
付
金
一
刻
授
の
創
設
も
尖
一
坂
し
た
こ
い
い
-
域
斗
口
T

仁
戦
時
父
ハ
刊
へ
ま
I
r

は
、
印
刷
引
の

F、
¥〆

他
方
汁
治
杭
f

へ
の
内
山
内
一
補
助
丸
川
叩
一
八
診
を
段
階
的
仁
川
方
叶
J
h
休
の
山
白
裁
量
に
委
ね
る
と
い
う
τぃ
的
の
ハ
人
口
付
金
て
あ
る
つ

( 

、ーノ

度
以
治
段
川
晶
一
、
と
し
て
お
応
札
口
市
分
の
投
資
補
助
金
争
一
A

J

折
交
付
金
化

L
、
利
夫
資
本
蓋
怖
や
良
山
漁
村
川
地
域
草
川
な
ど
の
交
付
主
の

一
請
が
対
象
と
さ
れ
た
。

F、l
¥ノ

1々

度
の
地
方
向
け
の
一
判
町
油
防
μ
円
相
ん
の
総
需
が

兆

へ

力

億

円

の

山

y
r、
地
域

U
、
ア
引
時
交
付
金
の
総
積
は
立

一
二
口
一
治
円
で
あ
り
、
川
純
伝
県
内
主
町
内
町
交
付
主
持
除
く
レ
¥
わ
す
か
に
四
七
九
九
億
円
(
二

b

九
一
!
し
か
返
さ
な
ト
つ
h ゴ川

lm
一

刀日
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J

か
し
、
関
係

ι↓
の
イ
ン
タ
ヴ
ュ
に
d

れ
ば
、

山
村
六
人
川
主
化
を
指
進
す
る
片
川
叫
総
務
ι
へ
同
心
計

L
て
、
国
犀
前
助
負
い
世
主
を
両
信

す
る
当
↓
干
の

JU
僚
た
ち
の
怨
反
発
キ
代
弁
す
る
人
ア
イ
や
副
大
豆
が
多
い
ふ
で

仁J

i:'h:l 
ペテ
って

ヨ
チマ
人
マ

戸1
K 

T 
引

は

信マ
セユム

口
僚
~;-

説
得
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宇一れ
γ
官
見
た
池
の
百
戸
ー
の
中
?
も

九円岳山パ
J

市川
V

了
た
ど
い

同
i
六
人
マ
パ
ル
白
並

λ
何f
h
肖

は
平
む
を
告
な
い
レ

い
う
雰
当
日
A
に
な
り

う
一
司
河
川
何
者
イ
ン
タ
ヴ
〕

i
コ
抱
一
附
王
権
改
苧
仁
淀
恒
F

け
で
は
な
か
っ
た
と
い
わ
れ
る
的
判
日
政
均
間
引
の
で
で
の
二

G

A

甘
度
予
泊
メ

官、ふ匹、

政
令
指
疋
部
ド
ま
で
対
象
十
一
社
仏
大

L
、
づ
J

労
組
も
総
額
に
し
て
よ
七
台
四
位
円
と
な
っ
て
い
る

U

な
お
、
民
減

μ、
一
十
兆
時
父
付
金
は

一首け笠一

U

7

仰
円
民
党
と
公
現
主
の
山
地
立
山
川
問
問
の
ト

ir
一U
本
代
打

ふ
一
三
乍
一
月
の
久
件
当

官
再
生
に
U
一けル
~
4
h
勺
パ
経
治
対
止
恥
」

が
出
談
決
疋

H
開
設
決
一

ι
さ
れ
た
U
如
来

ヘ
ド
ト
ん

〆

b

hy-十
月

、
¥ゾ

ノ

q
疫
に
は
山
町

H

去
、
れ
、
与
省
庁
の
!
父
付
ふ
古
川
市
J

に
湾
口

L
た
)
こ
う
し
亡
、
地
法
th主
戦
時
父
付
合
は
、

f 

u 

内戸

可
の
政
住
人
人
代
の
直
後
に
川

来
の
川
ル
ド
柿
川
町
長
九
出
止
金
に
只
一
c
れ
た
が
一
保
杭

F
柴
山

い
配
慮
す
る
と
!
と
も
に
、

メ一

L
!
の
大
以
り
化
追
加
、
中

訪仏
J

古
川
一
刊
の
共
晶
化
・
簡
素
也
、
正
日
現
は
わ
吾
演
の
削
減
な
ど
の
名
省
庁
の
父
付
金
等
の
毘
則
改
有
一
」
手
当
持
し
て
い
守
主
」
…
で
、
半

一パ)一

f

f

ハ
同
八
七
円
陀
』
甲
山
)

な
る
先
判
m
K
7ろ
で
は
み
/
あ
い

/ヘ

J 

年
七
汀
の
を
議
院
誌
[
目
度
目
l
z
今一

内
阪
府
山
ー
ム
ベ
?
ジ

ド
L
t

↑

ゃ
れ
、
ァ
)

}

J

や
す
い
か
ら
一
披
父
付
金
什
い
し
た
も
の
を
一
件
丙
一
弘
前
助
金
に
し
た

じ
み
結
国
一
小

叶
器
削
円
も
与
え
ら
れ
る
が
、
そ
も
そ
も

舵
交
付

4

会
化

L
Lに
y
J
て
も
急
淑
に
使
途
の
花
除
、
交
が
ご
さ
ゐ
と
い
う
わ
け
で

i

も
れ
な
い
?
め
、

尖
質
的
に
は
そ
れ
ほ
ど
変
わ
ら
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
、

同
日
仙
川
司
U
L

叫
判
的
附
交
代
金
以
外
の
川
削
減
、
人
市
改
苧
の
成
果
に
つ
一
い
し
も
、
「
吋

と
品
川
刀
内
協
誌
の
場
」
の
法
判
什
化
な
ド
の

J女
JV対
相
引
の
~
で
も
根
本
さ
れ
定
省
し
て
お
h

、
さ
ら
に

/¥ 

年
六
月
い
は
治
一
次

f
n
l
j
J
h
l
主
J

一、

す

t
〈

L
I
l

さ
ら
な
る
布
務
引
け
吻
枠

Jrけ
の
殺
引
か
白
刀
行
わ
れ
て
い
る

U



圏
、
結

コI..
rlll 

十
小
都
は
、
な
ぜ
、

川川域
I
L

ほ
改
革
の
ん
向
性
が
1

人
き
く
変
化
レ
れ
の
か
ペ
ま
た
、
政
権
交
代
は
川
以
宇
ド
と
刀
工
う
な
影
町
パ
を
及
ば
し

た
の
だ
一
ウ
う
か
と
い
司
ノ
こ
と
を
、
議
会
刊
降
況
や
M

川
一
民
選
挙
の
タ
ノ
i

ミ
ン
ゲ
灯
川
市
刊
か
ら
分
析
し
て
き
た

も
と
も
と
、
地
方
分
権
改
革
は
、

川
汁
分
配
な
ど
の
一
ザ
区
別
的
な
政
策
担
域
と
は
異
な
り
、
そ
の
制
収
底
t
L
な
る
政
治
制
度
の
あ
り
点
に
明

Jq
ブ
心
改
じ

mfyあ
る

U

党
派
性
が
山
に
く
い
だ
け
で
な
く
、

政
策
仇
疋

M
じ
主
派
円
山
門
間
で
払
勺
明
示
な
る
刻
-L
が
あ
り
う
る
。

そ
の
七
め
、

者
で
あ
る
政
凶
与
党
幹
部
が
地
力
内
治
市
度
を
刊
設
で
一
川
F
F
る
涼
に
、
ど
の
よ
う
な
恥
伎
町
要
同
が
絞
ら
の
行
動
ヰ
一
右
右
ず
る
の
か
J
い

う
こ
と
が
重
県
で
あ
る
つ

二
心
一

υ九
イ
九
月
)
↑
党
足
し
た
鳩
応
休
陪
は
、

そ
れ
ま
む
の
日
民
党
の
安
弘
、
情
川
、

二円札出
l
3
H
b
十、J
Z
灯、

当
初
は
小
泉

0) 

内
問
、
中
に
泊
ん
の
と
律
性
強
吃
し
y

小
火
の
財
政
的
関
1
7
の
制
八
け
を
内
容
と
「
る
と
り
川
件
を
強
く
料
、
v

山
工
、
い
い
九

先斗

ハ
年
じ
H
月
山
九
三
川
院
議
員
返
送
一
が
沢
山
ノ
く
に
つ
れ
て
、
ノ
f
p

統
的
在
地
占
雑
誌
的
政
長
に
徐
々
に
後
退
)
ぐ
い
っ
た

J

鳩
山
内
閣
退
陣
後
に
三
一
足
1

J

た
昔
日
内
閣
の

F
で
は
、
参
議
院
ぷ
一
同
一
選
J

予
の
敗
上
十
受
け
て
、
野
一
兄
}
泣
い
の
参
蹴
院
の
や
占
有
い
を
衆
誌
院

1\~ード立内問J) rJUJ院予梓

で
一
再
川
決

J

す
る
術
一
千
も
ナ
な
い
「
柏
戸
い
ね
と
れ
状
笠
に
陥
っ

C
}
ま
う
。
し
か
し
、
次
の

4
設
定
棋
の
タ
イ
ミ
ン
グ
を
牟
え
る
に
、

J

は
ら
く
の
品
工
v
h
M
刑
問
叫
が
生
じ
た

r 

い
L
、
-
二

f

阿
川
闘
に
地
践
宇
格
品
い
す
や
が
ポ
一
民
〕
た
の
で
あ
ム
Q

J

C
O
九
年
才
一
ア
エ
ス
ト
ご
提
げ
た
司
度
内
、
ホ
ー
は
一
部
が
九
現
、

そ
れ
以
川
内
で
も
椛
主
に
若
手
す
，
ゼ
一
こ
に
成
川

ix--こ
土

l
H
F
J
J
ト

;

し
た
u

少
な
く
と
も
地
方
分
ほ
の
鼠
域
に
お
い
て
又
、
党
は
成
果
を
げ
た
の
で
あ
る

U

/ヘ
~j' 

刊
[
九
口
い
か
正
足
し
シ
に
阿
川
町
内
問
内

下
で
も

凶川波

μ、γ示
問
時
町
父
付
金
に
つ
い
て
は
い
弘
光
さ
れ
て
お
り

M
L
h
t
L
康
保
翁
引
一
月
一
や
後
期
高
計
者
天
給
制
度
の
郡
山
芦
府
県
単
日

化
問
題
を
め
く
っ
て
も
、

法
定
化
戸
れ
た
一
H
?
と
地
方
の
協
議
の
場
」

hu大
き
な
仙
又
ー
誌
を
担
っ
て
い
る
の
じ
一
め
る

f

c 
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こ
れ
っ
し
λ
ー
の
政
権
父
代
は
り
木
の
政
治
に
1
八
矢
な
影
響
を
も
み
ー
ら
}
ζ
~

た
戸
、
地
ト
h
d
分
権
μ

点
字
じ
悶
す
る
涙
り
、
政
権
:
父
代
}

い
う
要
ヨ
以
!
に
、

寸
会
九
三
木
正
い
は
会
制
慢
な
と
の
議
会
品
切
山
以
内
、
寸
孜
引
望
者
わ
タ
イ
ミ
ン
ゲ
治
、

山
リ
日
比
百
一
決
定
者
で
あ
る
攻
府
守
党
幹
部

の
行
討
を
犬
、
き
く
左
右
し
、
政
策
的
帰
結
を
異
な
っ
た
も
の
ど
レ
て
い
る

出ト灯
v

ハd
弘
ル
は
や
の
場
ん
川
、

f
f川
サ
i
ヴ
ィ
ス
の
半
、
給
の
付

方
を
変
え
る
一
〕
と

rTf阪
が
あ
ふ
の
で
、

比
較
均
党
派
F

け
対
立
に
ら
き
込
ま
れ
ド
ト
ノ
、
ぃ

つ
ま
り
、
比
待
出
な
改
小
パ

y
ケ

i
-ン
て
あ

れ
ば
出
会
内
て
の
は
争
の
影
笹
を
去
げ
に
く
い
と
い
平
つ
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

ニ
ロ
コ
九
可
九
月
か
ら
の
1

応
半
党
内
樹
の
地
域
l

作
改
革
を
振
れ
与
は
つ
七
と
き
、
催
カ
に
改
市
は
進
「
hlJ
た
と
い
、
χ
心
。
勾
に
、
初

め
て
の
政
権
運
営
で
の

mm惑
、
東

U
ヰ
六
五
災
へ
の
対
応
で
の
苦
情
を
〆
J

え
る
と
、

氏
、
党
の
地
域
、
ド
ナ
格
改
品
γ
は
及
弟
山
、
が
与
、
え
ら

れ
て
し
か
る
べ

3
で
あ
ろ
う
し
か

L
、
何
を
と
の
方
向
で
改
革
j
る
の
か
と
い
う
こ
と
が
允
内
で
詰
め

っ
た
結
束
レ
J
L

て
の
改
革
ご
あ
っ
た
の
か
と
う
か
と
い
ろ
よ
甚
刀
、
山
も
と
な
い
へ

"、一〆

イ了

円
月
の
烈
議
院
総
選
苧
で
一
位
行
中
山
)
転
浴
し

二
院
七
月
の
多
議
院
議
長
選
，
午
で
惨
敗
を
烈
し
よ
民
党
l
しY
1

J

と
こ
ま
で
冗
内
ご
設
論
、
九
州
引
徒
に
け
ち
日
す
品
以
降
が
で
き
る
の
か
か
一
室
更
で
あ
る

υ

円以
H
f
J
Y

追
求
で
L
い
る
タ
イ
ミ
ン
グ
が
庇
っ
て
き

ナ

〕

♂

ふ

官

、

同
ム
字
体
的
に
改
平
に
悶
ι之
、
き
る
よ
う
に
し
て
お
か
右
け
れ
ば
な
ら
な
い

r

/、

、、ノ

し
ば
ら
く
た
き
な
J
1
汝
退
治
は
予
定
さ
れ
ど
い
な
。
l

J

か
も
、

月
以
兄
お
ふ
ぴ
八
九

日
じ
月
の

明
党
の
迂
A
L
L
-
党
の
勝
利
に
よ
っ
ご
、

ニ平

安
倍
日
竺
肯
れ
京
い
る
連
立
刈
閣
は
、
「
弱
い

f 

ノ

戸

η、

A
J
L
 

j

[
オ

状
徒
一
か
ら
完
ハ
ド
説
出
す
ゐ
ご
レ
に
山
山
川
し
だ
っ

川
崎
寸
ほ
λ

詩
的
な
政
策
会
一
弱

政
治
的
公
定
ば
に
烹
ま
れ
た
刈
習
で
あ
れ
ば

め
て
地
刀
一
利
治
体

γ
U伊川斗
Lγ

求
め
る
改
中
を
推
返
づ
る
と
控
自
で
き
る
川
安
川
口
内
問
UFλ
午
後
Y
の
よ
う
な
地
方
分
信
改
不
を
推
進
し

ど
い
く
の
か
い
汁

H
L
て
い
く
目
安
が
あ
る

(-') 
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執
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と
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児
問
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、
岳
山
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一
百
九
円
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判
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h
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1
ν
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